
（様式１）

①学校名： 大学院（私立） ②所在地：

③課程名：
④正規課程／履修
証明プログラム： ⑤開設年月日：

⑥責任者： ⑦定員： ⑧期間：

⑨申請する課程
の目的・概要：

⑩１０テーマへの
該当の有無

⑪履修資格：

⑫対象とする職
業の種類：

⑬身に付けること
のできる能力：

⑭教育課程：

⑮修了要件（修
了授業時数等）：

⑯修了時に付与さ
れる学位・資格等：

⑰総授業時数： 36 単位
⑱要件該当授
業時数：

30単位
該当
要件

双方向
実務家

⑳成績評価の方法：

必修科目(４科目８単位) のほかに１２科目２４単位以上を取得し、修士論文の審査に合格すること。

修士（医療福祉経営学）

出席状況、レポート、プレゼンテーション、筆記試験、口述試験、修士論文を総合的に評価する。

（得られる能力）
病院経営分析（財務・非財務分析）能力
病院経営戦略策定能力
医療環境分析（地域医療ニーズ、医療マーケ
ティング分析）能力
医療プロジェクトマネジメント（チームマネジメ
ント・リーダーシップを含む）実践能力
情報基盤型の医療組織づくりと情報活用能力

職業実践力育成プログラム（ＢＰ）への申請について

令和4年5月9日

医療福祉経営学専攻主任　櫃石秀信 2年間

医療現場において実践的な経営能力を持った人材を育成するために、病院経営を中心とした医療福
祉領域での経営知識と技能を修得し、医療経営の質・効率の向上を実践できる能力を修得する。

医療福祉マネジメント学研究科
医療福祉経営学専攻修士課程

2018/4/1

岡山県倉敷市松島２８８

正規課程（専攻科）

川崎医療福祉大学

医師、看護師、医療技術職の医療従事者、病院事務職員、介護・福祉施設の職員、医療関連企業の
社員

6名

教育課程モデルは以下の2つの部分からなる。
１．医療経営基礎理論として「医療福祉マネジメント特論I,II」にて医療組織、医療法、施設基準、経営
管理等を、「財務会計特論I,II」にて病院経営分析を、「医療福祉統計解析特論Ⅰ・Ⅱ」にて医療情報
活用、経営情報システム活用を、「組織行動特論Ⅰ・Ⅱ」にてチームマネジメント、コミュニケーションと
リーダシップを、「経営工学特論Ⅰ・Ⅱ」にて医療経営戦略、医療プロジェクトマネジメントの知識、実
践的技能を修得する。
２．医療経営研究として、「社会調査特論Ⅰ・Ⅱ」にて医療マーケティングを、「医療福祉コンサルタント
特論Ⅰ・Ⅱ」にて病院経営改善、ケーススタディを、「医療法人会計特論Ⅰ・Ⅱ」にて医療保険、介護
保険、診療報酬を、「医療福祉経営学特別研究Ⅰ・Ⅱ」にて修士論文作成を修得する。

女性活躍
中小企業活性化

地方創生
DX（AI・IoT 等）

医療・介護
防災・危機管理

⑲要件該当授業時数
　　／総授業時数：

89%

次の各号のいずれかに該当するもので本学が認めた者
（１）大学を卒業した者
（２）学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第４項の規定に
より学士の学位を授与された者
（３）外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお
いて履修することにより当該外国の学校教育における16年の課
程を修了した者
（５）専修学校の専門課程(修業年限が４年以上であることその他
の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学
大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了
した者
（６）文部科学大臣の指定した者
（７）大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における
15年の課程を修了し，所定の単位を優れた成績をもって修得した
ものと本大学院において認めた者
（８）本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業
した者と同等以上の学力があると認めた者

（身に付けられる知識、技術、技能）
病院経営に必要な実践的知識と技能



㉑自己点検・評
価の方法：

㉒修了者の状況に
係る効果検証の方
法：

㉓企業等の意見
を取り入れる仕
組み：

㉔社会人が受講
しやすい工夫：

㉕ホームページ：

事務担当者名： 所属部署：

＊パンフレット等の申請する課程の概要が掲載された資料を添付してください。
＊様式に記載いただいた内容と欄外の「※集計用データ（文部科学省使用）」に記載の内容が、一致しているかを
　 必ずご確認ください。

月曜日から金曜日の6時限（18：00 ～19：30）、7時限（19：40 ～21：10）および土曜日の午後3時限
（12：45 ～14：15）、4時限（14：25 ～15：55）においても授業可能な特例を学則に定め、オンライン授
業（対面・集合授業）も可能としている。

（ＵＲＬ）https://w.kawasaki-m.ac.jp/keiei/?page_id=470

佐藤　百恵

学校教育法第109条第１項に定める評価を実施する。「自己点検評価委員会」において、本プログラ
ムの成果の検証や評価を行う。

修了後のインタビュー、アンケート調査により、満足度調査、新たな資格の取得の有無を調査すると
共に、修了者の就職先において、教育プログラムの評価を受け、評価結果から育成効果を検証す
る。

（教育課程の編成）
企業（病院）等からの実務教員の意見を採り入れると共に、外部委員を複数名置き、定期的に評価を
受け、意見を採り入れる。
（自己点検・評価）
自己点検・評価に外部評価者からの意見を記載する。

連絡先：
（電話番号）
（E-mail)

086-462-1111　（内線）54611
msato@mw.kawasaki-m.ac.jp

川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学研究科医療福祉経営学専攻


